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スギヒラタケの摂取について 

 

 標記については、平成１８年９月２８日付け長第７１８号等により、腎機

能の低下していない方々も含めた一般の方に対し、スギヒラタケの摂取を控

えるようお願いしているところですが、今般１０月に、新潟県内でスギヒラ

タケの摂取歴がある方の急性脳症の疑い事例について情報提供されたところ

です。 

つきましては、引き続き、給食等の際にはスギヒラタケの使用を見合わせ

るようお願いいたします。 
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